
教育職員の休日の「まとめ取り」に関する文部科学省令（案）の概要
（公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則（案））

＜労働基準法施行規則に準じた内容＞

○条例で対象期間等の起算日及び対象期間を定めることができる期間の範囲を定めること（第２条）

○対象期間を１箇月以上の期間ごとに区分した場合、最初の期間を除く各期間における勤務日数及び総勤務時間を定めるときは、当該
各期間の少なくとも３０日前に条例の定めるところにより定めるものとし、教育職員に対して周知させるものとすること（第３条）

○割り振られる勤務時間の限度について
・ 対象期間が３箇月を超える場合は、対象期間における勤務時間が割り振られる日数の限度は、１年当たり２８０日とすること（第４条
第１項）

・ １日の勤務時間の限度は１０時間、１週間の勤務時間の限度は５２時間とすること。ただし、対象期間が３箇月を超える場合にお
いて、勤務時間が４８時間を超える週が連続３週間以下、３箇月ごとに区分した期間における勤務時間が４８時間を超える週が３
週間以下とすること（第４条第２項）

・ 連続して勤務させる日数の限度は６日とすること（特定期間においては１週間に１日の休日を確保できる日数） （第４条第３項）

○育児や介護等を行う者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこと（第５条）

＜附帯決議を踏まえた内容＞

○一年単位の変形労働時間制を活用する場合の対象期間には、長期休業期間等を含めるものとすること（第１条第１項）

○勤務日や勤務時間の設定に当たっては、通常の正規の勤務時間に比して短く設定する日には勤務時間を割り振らず、かつ、長期休業
期間等において勤務時間が割り振られない日を連続して設定する場合に限ること（第１条第２項）

○給特法第７条に基づき文部科学大臣が策定する指針において、一年単位の変形労働時間制を活用する際に服務を監督する教育委
員会が講ずべき措置に関する事項を定めるものとすること（第６条第１項）

○教育委員会は、一年単位の変形労働時間制を活用する場合には、指針に定める措置を講ずるものとすること （第６条第２項）

◆給特法によって読み替えて適用される労働基準法第３２条の４に基づき、公立学校の教育職員に休日の「まとめ取り」
のための一年単位の変形労働時間制を活用する際の詳細を規定。

◆労働基準法施行規則（厚生労働省令）と基本的に同旨の内容や国会の議論、法改正趣旨を踏まえた内容を規定。

【具体的な省令（案）の内容】

【施行期日】令和３年４月１日

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ 日
第126 回初中分科会
資 料 ２ － ２
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○
文
部
科
学
省
令
第

号

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
並
び

に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
を
実
施
す
る
た
め
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田

光
一

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
対
象
期
間
に
含
む
期
間
等
）

第
一
条

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
第
一
項
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

（案）

2
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よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第

二
号
の
対
象
期
間
（
以
下
単
に
「
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
対
象
期
間
に
は
、
読
替
え
後

の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
労
働
さ
せ
る
教
育
職
員
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
属
す
る
学
校
を
設
置
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
学
校

教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
学
校
の
夏
季
、
冬
季

、
学
年
末
、
農
繁
期
等
に
お
け
る
休
業
日
等
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
長
期
休
業
期
間
等
」
と
い
う
。
）
を
含
め
る
も
の

と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
労
働
日
及
び
当
該
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
並
び
に
同
条

第
二
項
の
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
及
び
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
の
設
定
は
、
一
日
の
勤
務
に
割

り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
を
当
該
日
に
お
け
る
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
場
合
の
正
規
の
勤
務
時
間
（
一
般
職
の
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二

条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
）
に
比
し
て
短
く
設
定
す
る
日
（
同
法
第
八
条
の
規
定
に

相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
の
う
ち
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四

（案）

3
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時
間
の
勤
務
時
間
を
同
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お

い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
場
合
に
お
け
る
当
該
勤
務
日
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当

該
日
の
い
ず
れ
に
も
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
日
を
長
期
休
業
期
間
等
に
お
い
て
連
続
し
て
設
定
す
る
場
合

に
限
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

（
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
条

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
条
例
に
お
い
て
定
め
る
同
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
に
お
い
て
規
定
す
る
期
間
の
起
算
日

二

対
象
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
範
囲

（
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
三
条

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
及
び
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働

日
ご
と
の
労
働
時
間
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日

（案）

4
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及
び
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
を
定
め
た
と
き
は
、
使
用
者
は
、
こ
れ
を
同
条
の
規
定
に
よ
り
労
働

さ
せ
る
教
育
職
員
に
周
知
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
労
働
日
数
の
限
度
等
）

第
四
条

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
労
働
日
数
の
限
度
は
、
勤
務
時
間

が
割
り
振
ら
れ
る
日
の
数
に
つ
い
て
、
対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
場
合
は
対
象
期
間
に
つ
い
て
一
年
当
た
り
二
百
八
十

日
と
す
る
。
た
だ
し
、
対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
対
象
期
間
の
初
日
の
前
一
年
以
内
の
日
を
含

む
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
を
対
象
期
間
と
し
て
定
め
た
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
当
該
対
象
期
間
を
「
旧
対
象
期
間
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
一
日
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
が
旧
対
象
期
間
に
お
い
て
一
日

の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
て
い
た
勤
務
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
若
し
く
は
九
時
間
の
い
ず
れ
か
長
い
時
間
を
超
え
、
又
は

一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
が
旧
対
象
期
間
に
お
い
て
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら

れ
て
い
た
勤
務
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
若
し
く
は
四
十
八
時
間
の
い
ず
れ
か
長
い
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
対
象
期

間
に
つ
い
て
一
年
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
た
日
の
数
か
ら
一
日
を
減
じ
た
日
数
又
は
二
百
八
十
日
の
い
ず

れ
か
少
な
い
日
数
と
す
る
。

（案）

5
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２

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
一
日
の
労
働
時
間
の
限
度
は
、
一
日
の

勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
十
時
間
と
し
、
一
週
間
の
労
働
時
間
の
限
度
は
、
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら

れ
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
五
十
二
時
間
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
と
き
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
が
四
十
八
時
間
を
超
え
る
週
が
連
続
す
る
場

合
の
週
数
が
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

対
象
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
三
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
三
箇
月
未
満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
期
間

）
に
お
い
て
、
そ
の
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
が
四
十
八
時
間
を
超
え
る
週
の
初
日
の
数
が
三
以
下
で

あ
る
こ
と
。

３

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
対
象
期
間
に
お
け
る
連
続
し
て
労
働
さ

せ
る
日
数
の
限
度
は
、
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
る
日
の
数
に
つ
い
て
六
日
と
し
、
同
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
同
項
第
三
号
の
特
定
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
お
け
る
連
続
し
て
労
働
さ
せ
る
日
数
の
限
度
は
、
勤
務
時
間

が
割
り
振
ら
れ
る
日
の
数
に
つ
い
て
一
週
間
に
一
日
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
な
い
日
が
確
保
で
き
る
日
数
と
す
る
。

（案）

6
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（
育
児
等
を
行
う
者
等
へ
の
配
慮
）

第
五
条

使
用
者
は
、
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
教
育
職
員
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
育

児
を
行
う
者
、
老
人
等
の
介
護
を
行
う
者
、
職
業
訓
練
又
は
教
育
を
受
け
る
者
そ
の
他
特
別
の
配
慮
を
要
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
者
が
育
児
等
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
七
条
第
一
項
の
指
針
で
定
め
る
事
項
等
）

第
六
条

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
指
針
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
は
、
読

替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
教
育
職
員
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
当
該
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督

す
る
教
育
委
員
会
が
当
該
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
事
項
を
含
む
も
の

と
す
る
。

２

使
用
者
は
、
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
教
育
職
員
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
指
針
に
定
め
る
措
置
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（案）
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こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（案）
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公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
案

労
働
基
準
法
施
行
規
則
と
の
比
較
表
（
傍
線
の
部
分
は
修
正
部
分
）

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
現
行
）

規
則
（
令
和
二
年
文
部
科
学
省
令
第

号
）

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号

）
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
を
実
施
す
る
た
め
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
に
対
応
す
る
条
文
な
し
（
※
法
律
の
読
替
え

第
六
条
の
二

法
第
十
八
条
第
二
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
三

に
お
い
て
「
過
半
数
代
表
者
」
に
係
る
部
分
を
削
除
）
）

十
二
条
の
二
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一

項
及
び
第
二
項
、
法
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
た
だ
し

書
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
、

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
、
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
、
法
第
三
十
八
条
の

四
第
二
項
第
一
号
（
法
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
九
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第

九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
過
半
数
代
表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一

法
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な

い
こ
と
。

二

法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施

9
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さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て

、
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
八
条
第

二
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
六
項
及

び
第
九
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数

を
代
表
す
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

３

使
用
者
は
、
労
働
者
が
過
半
数
代
表
者
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
過
半
数
代
表
者

に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
又
は
過
半
数
代
表
者
と
し
て
正
当
な
行
為
を
し
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

使
用
者
は
、
過
半
数
代
表
者
が
法
に
規
定
す
る
協
定
等
に
関
す
る
事
務
を
円
滑

に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
に
対
応
す
る
内
容
は
省
令
案
第
二
条
に
規

第
十
二
条
の
二

使
用
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
四
ま
で
の

定
）

規
定
に
よ
り
労
働
者
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
又
は
書
面
に
よ
る
協
定
（
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改

善
委
員
会
の
決
議
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
法
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二

条
の
四
ま
で
に
お
い
て
規
定
す
る
期
間
の
起
算
日
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る

。
２

（
略
）

（
対
象
期
間
に
含
む
期
間
等
）

第
一
条

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法

」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
対
象
期
間
（
以
下
単
に
「
対

象
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
対
象
期
間
に
は
、
読
替

え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
労
働
さ
せ
る
教
育
職
員
（

10



- 3 -

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
属
す
る

学
校
を
設
置
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

が
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
学
校
の
夏
季
、
冬
季
、
学
年
末
、
農
繁
期
等
に
お
け

る
休
業
日
等
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
長
期
休
業
期
間
等
」
と
い
う
。
）
を
含

め
る
も
の
と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
労
働
日
及
び
当

該
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
並
び
に
同
条
第
二
項
の
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
及

び
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
の
設
定
は
、
一
日
の
勤
務
に

割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
を
当
該
日
に
お
け
る
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
場
合

の
正
規
の
勤
務
時
間
（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
及
び
第

十
二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
）
に
比
し

て
短
く
設
定
す
る
日
（
同
法
第
八
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

勤
務
日
の
う
ち
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て

当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
同
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
相
当
す

る
条
例
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命

ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
場
合
に
お
け
る
当
該
勤
務
日
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
、
当
該
日
の
い
ず
れ
に
も
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
日
を
長

期
休
業
期
間
等
に
お
い
て
連
続
し
て
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
行
う
も
の
と
す
る

。（
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
事
項
）

第
二
条

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
条
例
に
お
い
て
定

第
十
二
条
の
四

法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
協
定
（
労
働
協
約
に
よ
る
場
合
を

め
る
同
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

除
き
、
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
含
む

る
。

。
）
に
お
い
て
定
め
る
同
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
有
効

11
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一

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
に
お
い
て
規
定
す
る
期
間
の
起

期
間
の
定
め
と
す
る
。

算
日

二

対
象
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
範
囲

（
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め

る
方
法
）

第
三
条

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
各
期
間
に
お
け
る

２

使
用
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
は
、
書
面
に
よ

労
働
日
及
び
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
は
、
条
例
の
定
め

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条

の
四
第
二
項
の
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
及
び
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
ご

と
の
労
働
時
間
を
定
め
た
と
き
は
、
使
用
者
は
、
こ
れ
を
同
条
の
規
定
に
よ
り
労

働
さ
せ
る
教
育
職
員
に
周
囲
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め

る
労
働
日
数
の
限
度
等
）

第
四
条

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で

３

法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
日
数
の
限
度
は

定
め
る
労
働
日
数
の
限
度
は
、
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
る
日
の
数
に
つ
い
て
、

、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
対
象
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と

対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
場
合
は
対
象
期
間
に
つ
い
て
一
年
当
た
り
二
百
八

い
う
。
）
が
三
箇
月
を
超
え
る
場
合
は
対
象
期
間
に
つ
い
て
一
年
当
た
り
二
百
八

十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

対
象
期
間
の
初
日
の
前
一
年
以
内
の
日
を
含
む
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
を
対
象
期

対
象
期
間
の
初
日
の
前
一
年
以
内
の
日
を
含
む
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
を
対
象
期

間
と
し
て
定
め
た
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
当
該
対
象
期
間
を
「
旧
対
象
期

間
と
し
て
定
め
る
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
協
定
（
労
使
委
員
会
の
決
議
及

間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
一
日
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
の
う
ち

び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
含
む
。
）
（
複
数
あ
る
場
合
に
お
い

最
も
長
い
も
の
が
旧
対
象
期
間
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
て
い
た
勤

て
は
直
近
の
協
定
（
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の

務
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
若
し
く
は
九
時
間
の
い
ず
れ
か
長
い
時
間
を
超
え

決
議
を
含
む
。
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
協
定
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た

、
又
は
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
が
旧

場
合
に
お
い
て
、
一
日
の
労
働
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
が
旧
協
定
の
定
め
る

対
象
期
間
に
お
い
て
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
て
い
た
勤
務
時
間
の
う
ち
最

一
日
の
労
働
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
若
し
く
は
九
時
間
の
い
ず
れ
か
長
い
時

12
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も
長
い
も
の
若
し
く
は
四
十
八
時
間
の
い
ず
れ
か
長
い
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、

間
を
超
え
、
又
は
一
週
間
の
労
働
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
が
旧
協
定
の
定
め

旧
対
象
期
間
に
つ
い
て
一
年
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
た
日
の
数

る
一
週
間
の
労
働
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
若
し
く
は
四
十
八
時
間
の
い
ず
れ

か
ら
一
日
を
減
じ
た
日
数
又
は
二
百
八
十
日
の
い
ず
れ
か
少
な
い
日
数
と
す
る
。

か
長
い
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
協
定
の
定
め
る
対
象
期
間
に
つ
い
て
一
年
当

た
り
の
労
働
日
数
か
ら
一
日
を
減
じ
た
日
数
又
は
二
百
八
十
日
の
い
ず
れ
か
少
な

い
日
数
と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め

４

法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
の
労
働
時
間
の

る
一
日
の
労
働
時
間
の
限
度
は
、
一
日
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
に
つ

限
度
は
十
時
間
と
し
、
一
週
間
の
労
働
時
間
の
限
度
は
五
十
二
時
間
と
す
る
。
こ

い
て
十
時
間
と
し
、
一
週
間
の
労
働
時
間
の
限
度
は
、
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振

の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

ら
れ
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
五
十
二
時
間
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象

れ
に
も
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
が
三
箇
月
を
超
え
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
な
け
れ
ば

一

対
象
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
時
間
が
四
十
八
時
間
を
超
え
る
週
が
連
続

な
ら
な
い
。

す
る
場
合
の
週
数
が
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一

対
象
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
一
週
間
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
が

二

対
象
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
三
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
三
箇
月
未

四
十
八
時
間
を
超
え
る
週
が
連
続
す
る
場
合
の
週
数
が
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
）
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
時
間
が
四

二

対
象
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
三
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
三
箇
月
未

十
八
時
間
を
超
え
る
週
の
初
日
の
数
が
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
）
に
お
い
て
、
そ
の
一
週
間
の
勤
務

に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
が
四
十
八
時
間
を
超
え
る
週
の
初
日
の
数
が
三
以

下
で
あ
る
こ
と
。

３

読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め

５

法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
対
象
期
間
に
お
け
る

る
対
象
期
間
に
お
け
る
連
続
し
て
労
働
さ
せ
る
日
数
の
限
度
は
、
勤
務
時
間
が
割

連
続
し
て
労
働
さ
せ
る
日
数
の
限
度
は
六
日
と
し
、
同
条
第
一
項
の
協
定
（
労
使

り
振
ら
れ
る
日
の
数
に
つ
い
て
六
日
と
し
、
同
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
と
こ

委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
含
む
。
）
で
特
定

ろ
に
よ
り
同
項
第
三
号
の
特
定
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
お
け
る
連
続
し

期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
お
け
る
連
続
し
て
労
働
さ
せ
る
日
数
の
限
度
は

て
労
働
さ
せ
る
日
数
の
限
度
は
、
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
る
日
の
数
に
つ
い
て

一
週
間
に
一
日
の
休
日
が
確
保
で
き
る
日
数
と
す
る
。

一
週
間
に
一
日
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
な
い
日
が
確
保
で
き
る
日
数
と
す
る

。
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
四
第
六
項
に
対
応
す
る
条
文
な
し
（
※
厚
生

６

法
第
三
十
二
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項

労
働
省
令
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
が
空
振
り
）
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し

13
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
等
を
行
う
者
等
へ
の
配
慮
）

第
五
条

使
用
者
は
、
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

第
十
二
条
の
六

使
用
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
二
条
の
四
又
は
第
三

教
育
職
員
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
育
児
を
行
う
者
、
老
人
等
の
介
護
を
行
う

十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
育
児
を
行
う
者

者
、
職
業
訓
練
又
は
教
育
を
受
け
る
者
そ
の
他
特
別
の
配
慮
を
要
す
る
者
に
つ
い

、
老
人
等
の
介
護
を
行
う
者
、
職
業
訓
練
又
は
教
育
を
受
け
る
者
そ
の
他
特
別
の

て
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
育
児
等
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
し

配
慮
を
要
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
育
児
等
に
必
要
な
時
間
を
確
保

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
七
条
第
一
項
の
指
針
で
定
め
る
事
項
等
）

第
六
条

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
指
針
（
次
項
に
お
い

て
単
に
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
は
、
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
教
育
職
員
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
当
該
教
育
職
員
の
服
務
を
監

督
す
る
教
育
委
員
会
が
当
該
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に

講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

使
用
者
は
、
読
替
え
後
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
教
育

職
員
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
指
針

に
定
め
る
措
置
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
に
対
応
す
る
条
文
な
し
（
※
学
校
は
対
象
外

第
六
十
五
条

積
雪
の
度
が
著
し
く
高
い
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

）
）

地
域
に
所
在
す
る
事
業
場
に
お
い
て
、
冬
期
に
当
該
地
域
に
お
け
る
事
業
活
動
の

縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
事
業
に
従
事

す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
屋
外
で
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
業
務
で
あ
つ
て
業
務

の
性
質
上
冬
期
に
労
働
者
が
従
事
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
四
第
四

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
一
日
の
労
働
時
間
の
限
度
は
十
時
間
と
し
、
一
週
間
の
労
働
時

14



- 7 -

間
の
限
度
は
五
十
二
時
間
と
す
る
。

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
に
対
応
す
る
条
文
な
し
（
※
学
校
は
対
象
外

第
六
十
六
条

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年

）
）

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
ハ
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
四

輪
以
上
の
自
動
車
（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
自
動

車
で
あ
つ
て
、
当
該
自
動
車
に
よ
る
運
送
の
引
受
け
が
営
業
所
の
み
に
お
い
て
行

わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
転
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
二

条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
の
労
働
時
間
の
限
度
は
、
第
十

二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
十
六
時
間
と
す
る
。

一

当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
（
法
第
三
十
三
条
又
は
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
が
労
働
時
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
い
て

は
当
該
労
働
時
間
を
、
休
日
に
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
当
該
休
日
に
労

働
さ
せ
た
時
間
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
終
了
か
ら
次
の

労
働
時
間
の
開
始
ま
で
の
期
間
が
継
続
し
て
二
十
時
間
以
上
あ
る
業
務
で
あ
る

こ
と
。

二

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
が
同
一
の
日
に
属
し
な
い
業
務
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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